
議案第６号 

 

   平成２５年度北名古屋市一般会計補正予算（第４号）について 

 

 平成２５年度北名古屋市一般会計補正予算（第４号）について議会の議

決を求める。  

 

  平成２６年２月２４日提出 

 

北名古屋市長 長 瀬  保       

 

 

  



                        －1－  

 

   平成２５年度北名古屋市一般会計補正予算（第４号） 

 

 平成２５年度北名古屋市の一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，８４５，１４３千円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２７，９９０，６３４千円と

する。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、｢第１表 歳入歳出予算補正｣による。 

（継続費の補正） 

第２条 継続費の変更は、「第２表 継続費補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第３条 繰越明許費の追加は、「第３表 繰越明許費補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第４条 債務負担行為の追加は、「第４表 債務負担行為補正」による。 

（地方債の補正） 

第５条 地方債の追加、変更及び廃止は、「第５表 地方債補正」による。 

 

平成２６年２月２４日提出 

 

                  北名古屋市長 長 瀬  保    
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第 ２ 表　継続費補正

千円 千円 千円 千円
２総務費 １総務管理費

事業費

２総務費 ２徴税費
賦課費

３民生費 ２児童福祉費 児童センター
建設事業費

第 ３ 表　繰越明許費補正

千円

第 ４ 表　債務負担行為補正

千円

  －6－

１０教育費 ５保健体育費 （仮称）多目的運動場建設事業費 407,399

３中学校費 中学校整備事業費 335,368

道路橋りょう新設改良事業費

１０教育費 ５保健体育費 給食センター建設事業費 937,447

埋蔵文化財保護事業費 1,500１０教育費 ４社会教育費

２道路橋りょう費

182,163 平成２６年度
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第 ５ 表　地方債補正

１　追加

千円
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利率）

２　変更
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率見直し方
式で借 り入
れる政府資
金、地方公
共団体金融
機構資金及
び銀行等引
受資金につ
い て 、 利 率
の 見直 し を
行った後に
お い て は 、
当該利率見
直し後の利
率）

政府資金
に つ いて
は 、 そ の
融資条件
により､銀
行その他
の場合に
はその債
権 者 と 協
定 す る も
のによる。
た だ し 、
市財政の
都 合 に よ
り 据 置 期
間及び償
還期限を
短縮し､又
は繰上償
還もしくは
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機構資金及
び銀行等引
受資金につ
い て 、 利 率
の 見直 し を
行った後に
お い て は 、
当該利率見
直し後の利
率）

政府資金
に つ いて
は 、 そ の
融資条件
により､銀
行その他
の場合に
はその債
権 者 と 協
定 す る も
のによる。
た だ し 、
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備　　　　　　考

地域の元気臨時交付金を用水路整備事業に充当したため。
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償  還  の  方  法
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利  率

政府資金については、その
融資条件により､銀行その他
の場合にはその債権者と協
定するものによる。ただし、市
財政の都合により据置期間
及び償還期限を短縮し､又は
繰上償還もしくは低利に借
換 え す る ことができる。
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